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日　時：令和８年２月１８日(水)　午後１時～ 
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栃木市生活環境部保険年金課 



令和７年度第４回栃木市国民健康保険運営協議会次第 

 

日　時：令和８年２月１８日（水）午後１時～ 

場　所：栃木市役所　３階　正庁Ｂ 

 

 

１　開　会 

 

２　あいさつ 

 

３　会議録署名者指名 

 

４　議　事 

（１）令和８年度国民健康保険特別会計予算(案)について　ほか 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料１、資料２、資料３ 

 

 

 

 

（２）その他 

 

 

 

 

５　閉　会 



 令和８年度栃木市国民健康保険特別会計予算（案）について

○歳　　入 (単位：千円）

（歳入科目の主なもの） 令和８年度 令和７年度

１．国民健康保険税 2,893,046 2,626,738 266,308 医療給付費分現年課税分 1,699,369 1,582,359 2,857,193

後期高齢者支援金分現年課税分 746,722 668,866

介護納付金分現年課税分 235,357 226,390

子ども・子育て支援金分現年課税分 89,400 0

２．一部負担金 2 2 0 一般被保険者 2 2 0

３．使用料及び手数料 2,001 2,001 0 被保険者証明手数料 1 1 1,968

保険税督促手数料 2,000 2,000

４．国庫支出金 7,592 2 7,590 災害臨時特例補助金 1 1 4,940

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1 1

子ども・子育て支援事業費補助金 7,590 0

５．県支出金 12,272,609 12,333,102 △ 60,493 普通交付金 12,042,402 12,100,910 11,564,489

保険者努力支援分 58,000 57,000

特別調整交付金分 9,585 14,947

栃木県版保険者努力支援分 132,000 132,000

特定健診等負担金分 30,620 28,243

特定健診負担金分（過年度分） 30,620 28,243

財政安定化基金交付金 1 0

備　　　　　考
款

令和８年度
当初予算額

(A)

令和７年度
当初予算額

(B)

増　減

(A)-(B)

（参考）
令和６年度

決算額

資 料 １ 　　　
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６．財産収入 13,700 2,040 11,660 保険財政調整基金利子 13,700 2,040 257

７．繰入金 1,682,375 1,678,974 3,401 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 449,538 468,115 1,211,389

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 249,715 271,431

未就学児均等割保険税繰入金 5,960 8,825

産前産後保険税繰入金 1,200 1,830

出産育児一時金繰入金 21,666 23,333

人件費繰入金 133,284 130,095

事務費繰入金 113,018 103,469

地方単独事業保険給付費繰入金 31,817 37,152

保険財政調整基金繰入金 676,177 634,724

８．繰越金 1 1 0 前年度繰越金 1 1 246,713

９．諸収入 27,343 27,368 △ 25 延滞金、加算金及び過料 20,016 20,016 105,410

預金利子 1 1

滞納処分費 1 1

一般被保険者第三者納付金 4,800 4,800

一般被保険者返納金 2,401 2,401

雑入 124 149

退職被保険者第三者納付金 0 0

退職被保険者返納金 0 0

１０．市債 1 1 0 財政安定化基金借入金 1 1 0

合　　計 16,898,670 16,670,229 228,441 15,992,359
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○歳　　出 (単位：千円）

（歳出科目の主なもの） 令和８年度 令和７年度

１．総務費 259,682 239,519 20,163 職員人件費　(14人) 119,476 115,875 213,066

県市町村総合事務組合負担金(退職手当) 10,100 10,100

会計年度任用職員共済費 3,216 3,626

会計年度任用職員人件費（収税課） 3,294 3,098

国民健康保険事務費 53,183 59,091

会計年度任用職員人件費（保険年金課） 8,980 11,290

会計年度任用職員人件費（健康増進課） 3,765 3,574

国保団体連合会負担金　 3,440 3,440

国民健康保険税賦課事務費 49,120 21,783

国民健康保険税徴収事務費 4,239 6,773

国保運営協議会運営費 869 869

２．保険給付費 12,089,917 12,151,025 △ 61,108 一般被保険者診療報酬支払経費 10,315,787 10,315,787 11,327,433

一般被保険者療養費支払経費 65,527 65,527

診療報酬等審査経費 39,888 40,917

一般被保険者高額療養費 1,619,400 1,676,376

一般被保険者高額介護合算療養費 1,500 2,000

一般被保険者移送費 300 300

出産育児一時金支払経費 32,500 35,000

出産育児一時金支払手数料 14 15

葬祭費支払経費 15,000 15,000

傷病手当金支払経費 1 100

備　　　　　考
款

令和８年度
当初予算額

(A)

令和７年度
当初予算額

(B)

増　減

(A)-(B)

（参考）
令和６年度

決算額
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３．国民健康保険 4,376,999 4,125,289 251,710 一般被保険者医療給付費分国保事業費納付金 2,892,952 2,647,002 4,044,399

　　事業費納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分国保事業費納付金 1,056,447 1,113,711

介護納付金分 338,200 364,576

子ども・子育て支援金分 89,400 0

４．財政安定化基金拠出金 1 1 0 財政安定化基金拠出金 1 1 0

５．保健事業費 139,737 133,303 6,434 特定健康診査事業費 84,926 81,258 101,383

特定保健指導事業費 7,407 5,236

会計年度任用職員共済費 615 642

人間ドック検診事業費 22,160 22,162

医療費通知事業費 5,661 6,182

後発医薬品利用差額通知事業費 426 634

国保歯周疾患検診事業費 548 921

データヘルス事業費 11,744 10,886

会計年度任用職員人件費（保険年金課） 3,081 2,903

糖尿病性腎症重症化予防事業費 3,169 2,479
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６．積立金 13,700 2,040 11,660 保険財政調整基金積立金 13,700 2,040 257

７．公債費 2 2 0 一時借入金利子 1 1 0

財政安定化基金償還金 1 1

８．諸支出金 17,632 18,050 △ 418 一般被保険者過誤納還付金 16,900 16,900 117,635

退職被保険者等過誤納還付金 200 200

返還金 1 419

一般被保険者過誤納還付加算金 500 500

退職被保険者等過誤納還付加算金 30 30

他会計繰出金 1 1

９．予備費 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0

合　　計 16,898,670 16,670,229 228,441 15,804,173

5





 

【結論】 

１　国民健康保険税率の見直しについて 

令和１０年度の保険税水準の統一まで残り３年（税率改正のため実質２年）

となり、基金残高は令和６年度から減少傾向へ移行した。 

しかしながら、令和 8 年度については、新たに「子ども・子育て支援金」が

賦課され、被保険者の負担が一律（子育て世帯を除く）に増すこととなること

や、近年の急激な物価高騰により国保の被保険者世帯においても、家計が圧迫

されている状況であることを鑑み、今年度の保険税率の引き上げは行わないこ

ととしたい。 

なお、今後については、基金の変動等を見極めながら、県が示す標準保険料

率にどのように合わせていくか等の協議を踏まえ改正すべきであると考える。 

 

２　こどもにかかる均等割額の軽減について 

こどもにかかる均等割額の軽減については、子育て世代の負担軽減につながる

ものと考えるが、国保財政への負担や、国保納税者間の負担の公平性等の課題、

さらには、国保財政運営の責任主体である県が進めている保険税水準の統一に影

響を及ぼす可能性があることから実施を見送ることとされたい。 

なお、令和７年１１月２７日に行われた第２０５回社会保障審議会医療保険部

会において、未就学児を対象に一律で実施している軽減措置を「高校生年代まで」

拡大する方向で検討を進めており、令和９年４月に施行する予定である。 

 

３　課税限度額の引き上げについて 

高額所得者の負担能力に応じた課税を行い、中間所得者の負担軽減を図るた

め、課税限度額について、医療分を１万円、後期高齢者支援金分を２万円引上

げ、地方税法施行令第５６条の８８の２で定める額と同額とする。 

なお、令和８年度以降の税制改正の際は、地方税法施行令改正施行と同時に

国保税条例を改正されたい。 

 

 

 区　　分 課税限度額

 医療給付費分 ６７万円

 後期高齢者支援金分 ２６万円

 介護納付金分 １７万円

 合　　計 １１０万円



 

４　付帯意見 

（１）　国保事業費納付金の増額傾向をはじめ、被保険者の減少による税収の減

少、医療費の推移等により赤字額が増加し基金の取崩しが増えていくこと、

令和８年度から始まる「子ども・子育て支援金制度」は保険税と合わせて

応分負担が決まっていること、さらに、納付金ベースを令和１０年度まで

に統一することを踏まえると、来年度も保険税率の見直しを検討する必要

があること。 

（２）　国保財政の健全化及び負担の公平性を図るため、国民健康保険税の収納

率の向上に努めること。 

（３）　基金の取扱いについては、県の方針が決定していないため、不測の事態

に備えた活用の余地を残しておくこと。 

（４）　被保険者の健康の保持・増進と医療費の抑制を図るため、データヘルス

計画に基づく生活習慣病の重症化予防等をはじめとする保健事業の推進に

努めること。 
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令和８年度国保事業費納付金及び標準保険料率の算定結果について 

 

１　国保事業費納付金 

（１）国保事業費納付金総額 

　　　令和 8 年度の国保事業費納付金総額は、4,266,597 千円であり、前年度に比べ

21,002 千円の減（99.5％）となっている。 

 

国保事業費納付金総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※国保事業費納付金は、各市町の医療費水準及び所得水準を反映し、算定されている。 
※令和8年度国保事業費納付金は、県の財政安定化基金（財政調整事業分）が活用され「納

付金総額の急激な上昇を抑えるため、22億円活用する。」とされたことから、本市におい

ては、約1億7,627万7千円の減額調整が行われている。 
 

 
（２）被保険者一人当たりの負担額 

　　　令和 8年度の国保事業費納付金の被保険者一人当たりの負担額は 150,355 円であ

り、前年度に比べ 6,562 円の増（104.57％）となっている。 
 

被保険者一人当たりの負担額　　　　　　　　　　　（単位：円） 

※「全体」の額は、一人当たりの負担額の医療分、後期分、介護、子ども分の合計ではなく、納付金総額

（医療分、後期分、介護、子ども分の計）を全被保険者数で除した額。 

 
区　　　　　分 R7 年度 R8 年度 比　較 伸　率

 医療給付費分 2,892,952 2,783,812 △109,140 96.2%

 後期高齢者支援金分 1,056,447 1,046,632 △9,815 99.0%

 介護納付金分 338,200 332,361 △5,839 98.2%

 子ども・子育て支援金分 0 103,794 103,794 0

 合　　　　　　計 4,287,599 4,266,597 △21,002 99.5%

 区　　　　分 R7 年度 R8 年度 比　較 伸　率

 医療給付費分 97,021 98,101 1,080 101.12%

 後期高齢者支援金分 35,430 36,884  1,454 104.11%

 介護納付金分 35,863 36,456 593 101.66%

 子ども・子育て支援金分 0 3,658 3,658 0

 全　　　体 143,793 150,355 6,562 104.57%

R7 年度　　29,818 人 

(介護分のみ 9,430 人) 

 

R8 年度　　28,377 人 

(介護分のみ 9,117 人)

資 料 ３
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２　標準保険料率 

　　国保事業費納付金の支払に必要な税額を確保するための標準保険料率を県が算定

する。現行税率と比較すると、所得割 1.62％、均等割 17,661 円、平等割 5,734 円の

差となっております。 

 

（１）令和８年度　標準保険料率（市町村算定方式） 

  

　　【参考】令和７年度　標準保険料率（市町村算定方式） 

 

 （２）令和８年度～ 

 

（３）比　較　（１）－（２） 

 
区　　分 所得割 均等割 平等割

18 歳以上 

均等割

 医療給付費分 7.23% 33,315 円 22,367 円 0 円

 後期高齢者支援金分 2.80% 12,596 円 8,457 円 0 円

 介護納付金分 2.29% 12,269 円 6,182 円 0 円

 子ども子育て支援金分 0.30% 1,381 円 928 円 98 円

 合　　計 12.62% 59,561 円 37,934 円 98 円

 区　　分 所得割 均等割 平等割

 医療給付費分 7.42% 32,030 円 22,001 円

 後期高齢者支援金分 2.91% 12,135 円 8,335 円

 介護納付金分 2.38% 12,126 円 6,139 円

 合　　計 12.71% 56,291 円 36,475 円

 
区　　分 所得割 均等割 平等割

18 歳以上 

均等割

 医療給付費分 6.0% 19,600 円 17,700 円 0 円

 後期高齢者支援金分 2.6% 10,200 円 7,500 円 0 円

 介護納付金分 2.1% 11,100 円 6,100 円 0 円

 子ども子育て支援金分 0.3% 1,300 円 900 円 100 円

 合　　計 11.0% 42,200 円 32,200 円 100 円

 
区　　分 所得割 均等割 平等割

18 歳以上 

均等割

 医療給付費分 1.23% 13,715 円 4,667 円 0 円

 後期高齢者支援金分 0.2% 2,396 円 957 円 0 円

 介護納付金分 0.19% 1,169 円 82 円 0 円

 子ども子育て支援金分 0% 81 円 28 円 △2円

 合　　計 1.62% 17,361 円 5,734 円 △2円
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